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空き家対策総合支援事業

空家法の空家等対策計画に基づき市町村が実施する空き家の活用・除却に係る取組や、NPOや民間事業者等がモデル性の高い空き家
の活用等に係る調査検討又は改修工事等を行う場合に支援する。（事業期間：平成２８年度～令和７年度）

補助事業者・補助率

令和５年度当初予算：54億円

＜空き家対策モデル事業＞（NPOや民間事業者等が実施するもの）

１．空き家に関する相談
対応の充実や空き家の
発生抑制に資する官民
連携体制の構築等

２．空き家の活用等に
資するスタートアップ
など新たなビジネス
モデルの構築等

３．ポスト・コロナ時代を
見据えて顕在化した
新たなニーズに対応
した空き家の活用等

① 調査検討等支援事業

② 改修工事等支援事業

創意工夫をこらしたモデル性の高い※空き家の改修工事・
除却工事等への支援【補助率：活用 国1/3、 除却 国2/5、
除却とあわせて行う土地の整備 国1/3】

以下の１から３のいずれかのテーマに該当する創意工夫を
こらしたモデル性の高い取組に係る調査検討※やその普及・
広報等※への支援【補助率：定額（国）】

※ 将来的に空き家の改修工事・除却工事等を行う前提の取組又は市町村
が作成する空家等対策計画に沿って行われる取組であること

基本事業 空き家所有者等が実施※ 市区町村が実施

活用・

土地整備
国1/3、市区町村1/3、所有者等1/3 国1/2、市区町村1/2

除却

（代執行等）
- 国1/2、市区町村1/2

除却

（上記以外）
国2/5、市区町村2/5、所有者等1/5 国2/5、市区町村3/5

※市町村による補助制度の整備が必要

モデル事業 NPO・民間事業者等が実施

調査検討等 定額（国）

活用・土地整備 国1/3、NPO・民間事業者等2/3

除却 国2/5、NPO・民間事業者等3/5

※ 上記①の調査検討等支援事業に加えて本事業を実施する場合は、
この限りではない。

＜空き家対策基本事業＞

〇 空き家の活用（地域コミュニティ維持・再生の用途に10年以上活用する場合に限る）
【補助率：市区町村が実施 国1/2、空き家所有者等が実施 国1/3・市区町村1/3】

〇 空き家の除却
【補助率：市区町村が実施 国2/5、空き家所有者等が実施 国2/5・市区町村2/5）】

① 特定空家等の除却（行政代執行・略式代執行等によりやむを得ず行う除却に係る補助率：国1/2）
② 不良住宅の除却
③ 雪害、地震、風水害、土砂災害等の各種災害により被害が生じた若しくは見込まれる空き家の

緊急的又は予防的な除却
④ 上記以外の空き家の除却 （跡地を地域活性化のために計画的に利用する予定があるものに限る）

〇 空き家の活用か除却かを判断するためのフィージビリティスタディ
【補助率：市区町村が実施 国1/2、空き家所有者等が実施 国1/3・市区町村1/3 】

〇 空き家を除却した後の土地の整備
【補助率：市区町村が実施国1/2、空き家所有者等が実施 国1/3・市区町村1/3】

〇 空家等対策計画の策定等に必要な空き家の実態把握【補助率：市区町村が実施 国1/2】

〇 空き家の所有者の特定【補助率：市区町村が実施 国1/2 】

＜空き家対策附帯事業＞【補助率：市区町村が実施 国1/2】

〇 空家法に基づく代執行等の措置の円滑化のための法務的手続等を行う事業
① 行政代執行・略式代執行に係る弁護士相談等の必要な司法的手続等の費用
② 代執行後の債権回収機関への委託費用
③ 財産管理制度※1の活用に伴い発生する予納金

※1 民法に基づく不在者財産管理制度、相続財産清算制度、所有者不明土地・建物管理制度、管理不全土地・建物管理制度

＜空き家対策関連事業＞【補助率：各事業による】

〇 基本事業とあわせて実施する以下の事業

•住宅•建築物耐震改修事業 •住宅市街地総合整備事業 •街なみ環境整備事業
•狭あい道路整備等促進事業 •小規模住宅地区改良事業 •地域優良賃貸住宅整備事業
•住宅地区改良事業等計画基礎調査事業※2

※2 地域の拠点等かつ空き家が集中しているエリアにおいて、市区町村が空き家の活用に向けて行う現況調査については、

補助対象限度額を引き上げ（1,074千円/ha→1,528千円/ha）

＜空き家対策促進事業＞【補助率：市区町村が実施国1/2、空き家所有者等が実施 国1/3・市区町村1/3】

○ 空き家対策基本事業と一体となってその効果を一層高めるために必要な事業

事業内容



次に掲げる３つのテーマのいずれかに該当する取組として、調査検討、普及啓発、事業スキーム構築など空き家対策に関するソフト的な取組を評価
（応募に際しては、提案する取組の内容に応じて３つの区分のいずれかを選択）

■補助事業者 NPO、民間事業者、地方住宅供給公社等
地方公共団体（ソフト提案部門 ソフト型テーマ１（官民連携体制の構築等）のみ対象）

■補 助 対 象 ① 調査検討、計画策定、普及・広報等に要する費用
② 改修工事、除却工事、除却後の土地の整備に要する費用

■補 助 率 ① 定額
② 改修工事：1/3、除却工事：2/5、除却後の土地整備：1/3

② ハード提案部門

① ソフト提案部門

（注）市区町村の空家等対策計画に沿って行われる取組、又は空き家の活用・除却工事等につながる取組に限る。

空き家対策モデル事業

＊耐震性能及び省エネ向上と意匠性を両立する改修工事
＊建物や敷地条件等に応じて騒音、振動の抑制、工期の短縮、コストの抑制に大きく寄与する技
術や工法、施工プロセスによる改修・除却工事

＊デジタル技術を活用した効率的な改修・除却工事

ソフト型
○ 空き家の活用等に係る現地調査、ワークショップ、事業企画、官民連携体制やビジ

ネスモデルの構築などを実施する場合

ソフト・ハード一体型
○ ビジネスモデル、事業スキームやシステムの構築と併せて行う空き家の改修工事等、空き家活用

の実践型ワークショップ等を実施する場合
○ 個別の空き家の活用方法等について、まちづくりの観点から地域で検討し、その結果を踏まえ改修

工事等を実施する場合

建物や敷地状況に応じた空き家の改修工事や除却工事など
ハード整備の技術や工法、施工プロセス等について評価
＜想定される取組の例＞

NPOや民間事業者等の創意工夫によるモデル性の高い空き家の活用等に係る調査・検討等や改修工事・除却工事等に対して
国が直接支援し、その成果の全国展開を図る。（提案募集期間：一次募集：令和5年4月27日～6月2日、二次募集：令和5年6月22日～7月26日）

テーマ１

空き家に関する相談対応の充実や空き家の
発生抑制に資する官民連携体制の構築等

テーマ２

空き家の活用等に資するスタートアップ
など新たなビジネスモデルの構築等

テーマ３

新たなライフスタイルや居住ニーズに
対応した空き家の活用等

地方公共団体とNPO、法務、不動産、建築、金融、
福祉の専門家等が連携して、空き家に関する相談対
応・派遣や普及啓発、空き家活用の提案・実践を行
う体制の構築等に係る取組

異業種間の連携やデジタル技術の活用（ＤＸ）による
空き家の調査・活用・除却の推進に資する新たなビ
ジネス等のスタートアップに係る民間事業者等による
取組

空き家を活用した子育て世帯への住まいの提供や移
住、定住、二地域居住等の新たなライフスタイル・居
住ニーズへの対応など、空き家の多様な活用や流通
を促進する取組

＜提案が期待される取組の例＞ ＜提案が期待される取組の例＞

＊空き家を改修・サブリースして子育て世帯向けの住宅や子育
て支援施設等として活用する取組
＊移住、定住、二地域居住、多地域居住等を実現するために
空き家を活用する取組
＊一定のエリアに存在する複数の空き家を連携させて活用する
取組 .etc

＊地方公共団体の空き家対策を効率化・合理化するツール
やサービスの開発等
＊空き家所有者による活用・除却等の判断を迅速化し行動
を促すツールやサービスの開発等
＊空き家の処分や活用に係る所有者の負担（手間、コス
ト）を軽減・適正化するツールやサービスの開発等 .etc

提案の区分を選択



事業内容

空家等対策計画に定められた空家等に関する対策の対象とする地区において、居住環境の整備改善を図るため、空き家の活
用、空き家・不良住宅の除却等に取り組む地方公共団体に対して支援する。

令和５年度当初予算：
社会資本整備総合交付金等の内数空き家再生等推進事業

○ 空き家の活用
（地域コミュニティ維持・再生の用途に10年以上活用する場合に限る）

【補助率：市区町村が実施 国1/2、空き家所有者等が実施 国1/3・市区町村1/3】

○ 空き家の除却
【補助率：市区町村が実施 国2/5、空き家所有者等が実施 国2/5・市区町村2/5】
① 不良住宅の除却
② 上記以外の空き家の除却（跡地を地域活性化のために計画的に利用する予

定があるものに限る）
※ 市区町村が略式代執行によりやむを得ず行う特定空家等の除却に係る

補助率:国1/2

○ 空き家の活用か除却かを判断するための
ﾌｨｰｼﾞﾋﾞﾘﾃｨｽﾀﾃﾞｨ

【補助率：市区町村が実施 国1/2、空き家所有者等が実施 国1/3・市区町村1/3】

○ 空家等対策計画の策定等に必要な空き家の実態把握
【補助率：市区町村が実施 国1/2】

○ 空き家の所有者の特定【補助率：市区町村が実施 国1/2】

○ 空き家の除却後の土地の整備
（不良住宅を除却した後の土地を、公益性の高い用途で10年以上活用を行う

場合に限る）

【補助率：市区町村が実施国1/2、空き家所有者等が実施 国1/3・市区町村1/3】

空き家の除却

居住環境の整備改善のため、
空き家を除却

空き家の活用

地域活性化のため、空き家を
活用し観光交流施設を整備

空き家所有者等が実施※ 市区町村が実施

活用・
土地整備

国1/3、市区町村1/3、所有者等1/3 国1/2、市区町村1/2

除却
（略式代執行）

- 国1/2、市区町村1/2

除却
（上記以外）

国2/5、市区町村2/5、所有者等1/5 国2/5、市区町村3/5

補助事業者・補助率

※市区町村による補助制度の整備が必要



○ 「空き家対策」に積極的な地方公共団体の取組みを支援するため、

空き家の取得時における地方公共団体による財政的支援とあわせて

住宅金融支援機構による住宅ローン（フラット３５）の金利を引き下げる制度。

○ 令和５年４月から、金利引下げ期間を現行の「当初５年間」から「当初10年間」に
拡充し、重点的な支援を行う。

フラット３５地域連携型（空き家対策）[住宅金融支援機構]

●補助金とフラット35による支援イメージ（借入額などは一例）

自己資金

（ 2,000 万円）

補助金
（改修費等）

（ 200 万円※1）

【フラット35】地域連携型

※2 借入期間35年、元利均等返済、ボーナス返済なし、金利1.65％（R4.12時点）で試算

・地方公共団体の補助金により負担を軽減

・国庫補助により負担を軽減

・金利 当初 10 年間 年▲ 0.25 ％

・月々の支払額 当初10年間 約5.4万円※2

・金利引下げにより総返済額 約▲44万円※2

・融資により住宅取得に必要な資金調達を可能に

・金利引下げにより負担を軽減

・機構との連携により地方公共団体の取組を支援

◆地方公共団体の補助金の負担割合例

令和５年度当初予算：
優良住宅整備促進等事業費補助（236.23 億円）の内数

費用例

（ 2,200 万円）

※1 地方公共団体が補助限度額を200万円とした場合

借入額

（1,800 万円）

制度の概要

空き家取得に対する

財政的支援
（補助金交付など）

連携
（協定書などの手続きは不要）

フラット３５の

金利引下げ
当初10年間
年▲0.25%

利用者

誰も利用しなくなった空き家

取得時にリフォームして住宅利用

※写真はイメージです。
フラット35地域連携型を利用したリフォーム事例ではありません。

利用者

利用者

拡充

国 50 %

（ 100 万円）県 25 %

（ 50 万円）

市 25 %

（ 50 万円）
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・現行の措置を４年間（令和６年１月１日～令和９年12月31日）延長する。
・売買契約等に基づき、買主が譲渡の日の属する年の翌年２月15日までに耐震改修又は除却の工事を行った
場合、工事の実施が譲渡後であっても適用対象とする。

空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について、適用期間を４年間延長するとともに、買主が
譲渡後に耐震改修工事又は除却工事を実施する場合も適用対象となるよう拡充する。

施策の背景

要望の結果

特例措置の内容

結 果

【所得税・個人住民税】相続日から起算して３年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供

していた家屋（※１）を相続した相続人が、当該家屋（耐震性のない場合は耐震改修をしたものに限り、その敷地を含む。）又は除却後

の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除。(令和５年12月31日までの譲渡が対象)
※１ 昭和56年５月31日以前に建築され、相続の開始の直前（※２）において被相続人の居住の用に供されていたもの

※２ 被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は、入所の直前

○ 利用が予定されていない「その他空き家」（349万戸）は、令和12年には約470万戸まで増加の見込み。
○ 空き家は、相続を機に発生するものが過半以上。

○ 空き家を早期に譲渡（有効活用）するよう相続人を後押しする必要。

▶ 本税制は、空き家の早期有効活用に大きく寄与。
【実績】11,976件（令和３年度、確認書交付件数） ➡ 相続が原因の「その他空き家（※）」の増加を3割削減 ※近年、約6万戸/年のペースで増加（うち相続原因が約３万戸／年）

▶ 他方、現行制度は、「譲渡前」に売主が除却又は耐震改修の工事を実施する必要があり、これが空き家流通上、支障となることも。

更地

相続 譲渡

空き家被相続人が住んでいた家屋・敷地

現行制度

拡充内容

活用開始

相続 譲渡

空き家被相続人が住んでいた家屋・敷地

活用開始

買主が一括して工事可

住生活基本計画（R3閣議決定）
【成果指標】
居住目的のない空き家数を400

万戸程度に抑える（令和12年）

売主が工事を実施

売買契約

売買契約＜制度イメージ
＞

空き家の発生を抑制するための特例措置（3,000万円控除）の拡充・延長（所得税・個人住民税）
令和5年度

税制改正事項



固定資産税等の住宅用地特例に係る空き家対策上の措置

66

小規模住宅用地
（200㎡以下の部分）

一般住宅用地
（200㎡を超える部分）

固定資産税の
課税標準

1/6に減額 1/3に減額

固定資産税等の住宅用地特例

※ 総務省の通知（平成27年総務省固定資産税課長通知）では、以下の場
合、特例の対象となる「住宅」には該当しないとされている。

・構造上住宅と認められない状況にある場合、
・使用の見込みはなく取壊しを予定している場合又は

・居住の用に供するために必要な管理を怠っている場合等で今後人の居住
の用に供される見込みがないと認められる場合

空家対策上の措置

＜特定空家等（※１）に対する措置＞
市区町村長から勧告を受けた特定空家の敷地について、住宅用地特例の適用対象から除外

【固定資産税の住宅用地特例の概要】

＜管理不全空家等（※２）に対する措置（令和５年６月公布の改正法施行後）＞
市区町村長から勧告を受けた管理不全空家の敷地についても、住宅用地特例の適用対象から除外

助言・指導 勧告 命令 行政代執行

指導 勧告

指導対象：適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当
するおそれのある状態

勧告対象：指導しても改善されず、そのまま放置すれば特定空家等に該当するおそれが大きい

○ 固定資産税等の住宅用地特例は、住宅政策上の見地から、居住の用に供する住宅用地について税負担の軽減を図るために
設けられた措置であり、土地が住宅用地（※）に該当する場合には、固定資産税等が減額される。

特定空家等に対する措置 勧 告 命 令 行 政 代 執 行

H27.5～R4.3の累計件数 (市区町村数) 2,382件（376） 294件（153） 140件（103）

住宅用地特例
適用対象除外

住宅用地特例
適用対象除外

［ （※１）特定空家等］･･･以下のいずれかの状態にあると認められる空家
等

①そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
②そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
③適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

［ （※２）管理不全空家等］･･･適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれ
ば特定空家等に該当することとなるおそれのある空家等

特定空家等に対する措置実績

○ 適切な管理が行われていない空家が放置されることへの対応として、固定資産税等の住宅用地特例を解除。



「全国版空き家・空き地バンク」について

目的・概要目的・概要

運用開始後の効果運用開始後の効果

○ 47都道府県含めた1,788自治体のうち、「全国版空き家・空き地バンク」の参画自

治体数は966自治体（参画率54％）、物件掲載件数は11,910 件。

※掲載件数は２社合算

○ 自治体へのアンケート調査等によると、これまで約14,100件の物件が成約済。

【令和５年５月末時点】

物件掲載件数

（自治体） （戸）

全国版空き家・空き地バンク 参加自治体数・物件掲載件数 推移

総参加自治体数

空き家・空き地バンク導入のポイント集

○ 空き家・空き地バンクの未設置自治

体を対象に「空き家・空き地バンク導入

のポイント集」を令和４年６月に公表。空

き家・空き地バンクの設置や「全国版空

き家・空き地バンク」への参加を促進。

○ 空き家・空き地バンクの設置・運営に

必要な自治体内における体制構築等の

ポイントを解説。先行自治体の事例（要

綱等）も掲載。

○ 増加する空き家対策のため、空き家バンクを設置する自治体が増加し
ているが、自治体毎に各々設置されているだけでは、開示情報の項目が
異なり分かりづらく、また、検索が難しいことから、国土交通省では、各自
治体が把握・提供している空き家等の情報について、自治体を横断して
簡単に検索できるよう「全国版空き家・空き地バンク」を構築。

○ 公募により選定した２事業者 【 （株）LIFULL・アットホーム（株） 】が平

成29年10月からの試行運用を経て、平成30年４月から本格運用を開始。

URL:https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_
const_tk3_000131.html

株式会社LIFULL アットホーム株式会社

URL: https://www.homes.co.jp/akiyabank/ URL: https://www.akiya-athome.jp/



① 市町村による空き家の特定・
所有者調査 （課税情報も活用）

② 空き家所有者に外部提供の
意向確認

③ 空き家所有者の同意
④ 所有者情報を提供
⑤ 事業者と所有者の接触

○ 空き家の利活用の促進を図る上で、宅地建物取引業者等の民間事業者等との連携が重要。

○ 市町村が空き家所有者情報を民間事業者等に提供するための法制的な整理や、空き家所有者情報の収集・同意
取得の留意点等の運用方法、先進的な取組事例等を内容とするガイドライン（試案（平成29年３月公表）を拡充したも
の）を策定・公表。

２ ． 空 き 家 所 有 者 情 報 の 提 供 に 関 す る 運 用 の 仕 組 み１ ． 法 制 的 整 理

① 情報の提供先
例：〇〇協会△△支部及び所属事業者

② 提供先における利用目的
③ 提供される情報の内容

例：氏名、連絡先、利活用の意向、物件情報等

（１）同意取得の相手方 ： 所有者

ガ

イ

ド

ラ

イ

ン

の

概

要 （３）同意取得の方法 ： 書面が望ましい

○ 市町村による民間事業者の登録制度や市町村と事業者
団体との協定等が考えられる（市町村が積極的に関与）

○ 苦情対応やトラブル防止に配慮した仕組みづくりが重要

空き家所有者情報の外部提供
スキーム（イメージ）

（２）同意取得の内容 ：

○ 空家特措法により、
課税情報等を空き家対
策のために市町村内部
で利用できるようになっ
た。当該情報を基に空
き家所有者本人への接
触も可能。

○ 所有者本人の同意
が得られれば、課税情
報を含む空き家所有者
情報を民間事業者等に
提供することが可能で
あり、個人情報保護条
例、地方税法及び地方
公務員法に抵触しない。

平成30年6月8日公表

○ 空き家の特定等（左記①）に活用されている情報

３ ． 市 町 村 に お け る 先 進 的 な 取 組

○ 市町村の先進的な取組事例を、スキーム図や実際に使用している同意書の書式等とともに紹介。

税務部局・その他の部局

空家部局

④

事業者 所有者

①

②

③

⑤

○ 同意取得（左記③）に当たっての留意事項

○ 所有者情報の提供（左記④）に当たっての留意事項

固定資産税課税情報／不動産登記情報／住民票記載情
報／水道閉栓情報／自治会等からの情報／死亡届等

ガイドライン活用自治体数

320市区町村 <R5.3.31時点>
※前回調査 261市区町村 <R3.10.1時点>

空き家所有者情報の外部提供に関するガイドライン


